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第一部 【企業情報】
 

第１ 【企業の概況】
 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第122期

第２四半期
連結累計期間

第123期
第２四半期
連結累計期間

第122期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 42,663 45,791 90,089

経常利益 (百万円) 5,457 5,695 10,296

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 4,368 4,133 6,820

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 5,831 4,612 8,670

純資産額 (百万円) 65,200 68,172 65,216

総資産額 (百万円) 104,579 110,242 107,464

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 222.45 215.00 349.45

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 59.2 59.1 57.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,092 5,009 9,090

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,293 △3,258 △4,521

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △826 △1,121 △4,180

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 22,478 22,610 22,071
 

 

回次
第122期

第２四半期
連結会計期間

第123期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

自 平成30年７月１日
至 平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 113.79 77.35
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。
４ 平成30年10月１日付けで普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第122期の

期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。
５ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指
標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

６ 第122期連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第122期第２四半期

連結累計期間及び第122期第２四半期連結会計期間の関連する主要な経営指標等について、暫定的な会計処
理の確定の内容を反映させております。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

また、平成29年９月30日に行われた理研コランダム㈱との企業結合について、前第２四半期連結会計期間に暫定的

な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定したため、前第２四半期連結累計期間との比較・分析に

あたっては、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に景気は緩やかな回復

基調にあるものの、局地的な豪雨や台風、地震などによる自然災害の影響により、個人消費や企業活動が停滞する

など、景気回復の鈍化が懸念されております。また、米中の貿易摩擦の深刻化や米国金利の上昇、それらによる世

界経済の下振れリスクの増大など、先行きは依然として不透明な状況となっております。

このような経営環境のなか、当社グループは、販売力の強化とコスト削減に努め、引き続き経営の効率化および

合理化を図ってまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は457億91百万円(前年同期比7.3％増)、営業利益は48億35

百万円(前年同期比3.0％減)、経常利益は56億95百万円(前年同期比4.4％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益

は41億33百万円(前年同期比5.4％減)となりました。

 

ａ. 経営成績

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 

① 産業用製品

一般用フイルムは、市況低迷の影響で売上減となりました。工業用フイルムは、海外ステッカー用を中心に堅調

に推移し売上増となりました。建材用フイルムは、車輌加飾用フイルムが引き続き好調で売上増となりました。多

層フイルムは、電池用が引き続き好調で売上増となりました。農業用フイルムは、価格改定前の駆け込み受注があ

り売上増となりました。壁紙は、住宅着工件数が弱含みで推移したものの、集合住宅向けが堅調で売上横這いとな

りました。自動車内装材は、北米乗用車市場全体の落ち込みにもかかわらず、新規アイテムの受注により売上増と

なりました。フレキシブルコンテナは、石油化学メーカー向けの需要が増加し売上増となりました。粘着テープ

は、運送業界向け布テープが低調で売上減となりました。工業用テープは、スマートフォン向けおよび車輌向けに

おいて需要動向による変動がありますが、住宅向けが堅調で売上微増となりました。食品衛生用品は、天候不順の

影響で商品全般の動きが低調で売上減となりました。食品用吸水・脱水シートであるピチット製品は、漁獲量の増

加により、水産加工向け販売が好調で売上増となりました。研磨布紙等は、研磨材は前期の受注増の反動により販

売が減少しましたが、研磨布紙は精密加工用の製品が伸長したことと、建材関連向けの製品が堅調であったため売

上増となりました。

以上により、当セグメントの売上高は293億84百万円(前年同期比6.6％増)、セグメント利益は20億93百万円(前

年同期比23.9％減)となりました。
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② 生活用品

コンドームは、国内市場でのインバウンド需要の勢いは緩やかになりつつも、オカモトゼロワンを中心とする薄

物商品の販売が好調で売上増となりました。また、海外向けも引き続き好調で売上大幅増となりました。浣腸は、

機能商品（ジャバラ浣腸）および大容量品が好調でしたが、従来品が低調で売上前年並みとなりました。除湿剤

は、例年より早い梅雨明け、台風、地震など自然災害の影響で市況が低迷し売上微減となりました。手袋は、炊事

用および産業用は堅調に推移しましたが、その他用途向けが低調で売上減となりました。メディカル用品のうち滅

菌器は、歯科向けが依然堅調で売上増となりました。ブーツおよび雨衣は、全国的に気温の高い日が多く、梅雨明

けが早かったため売上減となりました。シューズは、猛暑や局地的な豪雨等の天候不順により消費減少の影響を受

け売上減となりました。

以上により、当セグメントの売上高は162億77百万円(前年同期比8.7％増)、セグメント利益は36億９百万円(前

年同期比20.8％増)となりました。

③ その他

その他の事業は、物流受託事業及び太陽光発電事業であります。当セグメントの売上高(振替前)は19億34百万円

(前年同期比12.6％増)、セグメント利益は２億２百万円(前年同期比110.2％増)となりました。

 

ｂ. 財政状態

① 資産

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,102億42百万円で、前連結会計年度末と比べ27億78百万円増加

しております。

流動資産は658億32百万円で、前連結会計年度末と比べ８億96百万円の増加となりました。これは主として、現

金及び預金５億39百万円、電子記録債権２億31百万円、商品及び製品６億53百万円、原材料及び貯蔵品２億92百万

円が増加し、受取手形及び売掛金７億79百万円が減少したことによるものです。

固定資産は444億９百万円で、前連結会計年度末と比べ18億81百万円の増加となりました。これは主として、有

形固定資産15億49百万円、投資有価証券３億23百万円が増加したことによるものです。

② 負債

当第２四半期連結会計期間末における総負債は420億70百万円で、前連結会計年度末と比べ１億78百万円減少し

ております。

流動負債は307億52百万円で、前連結会計年度末と比べ10億55百万円の減少となりました。これは主として、そ

の他11億36百万円が減少したことによるものです。

固定負債は113億17百万円で、前連結会計年度末と比べ８億77百万円の増加となりました。これは主として、繰

延税金負債10億57百万円が増加したことによるものです。

③ 純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産は681億72百万円で、前連結会計年度末と比べ29億56百万円増加し

ております。これは主として、利益剰余金31億69百万円が増加したことによるものです。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第２四半期連結会計期

間末と比べ１億31百万円(0.6％)増加し、226億10百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、50億９百万円(前年同期比62.0％増)となりました。

増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益57億34百万円、減価償却費12億24百万円、売上債権の減少額４億

23百万円であり、減少の主な内訳は、法人税等の支払額17億78百万円、たな卸資産の増加額11億42百万円でありま

す。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、32億58百万円(前年同期比152.0％増)となりました。

支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出33億39百万円であります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、11億21百万円(前年同期比35.8％増)となりました。

支出の主な内訳は、配当金の支払額９億62百万円、自己株式の取得による支出１億51百万円であります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

また、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

当社は、平成28年５月９日開催の取締役会において、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を決定するとともに、会社支配に関す

る基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組

みとして「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)として継続することを

決議し、平成28年６月29日に開催の当社第120回定時株主総会において承認を得ております。

 

Ⅰ. 会社の支配に関する基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を中・長期的に確保・向上させる者が望ましいと考えます。また当社は、当社の株主の在り方は、当社株式は金

融商品取引所に上場しておりますので、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えています。従って

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全員の意思に基づき決定さ

れるべきものと考えています。

しかしながら大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある

もの、株主の皆様が買付の条件等を検討したり、当社取締役会が代替案を提案する為の十分な時間や情報を提供

しないもの、明らかに濫用目的であるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも

ありえます。

このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する

者として不適切と判断します。

Ⅱ. 会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社グループは「創意あふれる技術を結集して、健康的で快適な人間生活に寄与する製品をつくり出し、当社

に関係する人々により大きな満足を与えることをめざす」ことを企業使命としております。

当社グループの事業領域は、大きく産業用製品事業と生活用品事業に分かれ、その代表的な製品は産業用製品

ではフィルム、壁紙、フレキシブルコンテナ、自動車内装材、テープ、食品衛生用品、食品用脱水・吸水シート

等、生活用品ではコンドーム、カイロ、除湿剤、メディカル製品、手袋、シューズ、雨衣等と多岐に亘ります

が、これらの事業は昭和９年創業以来培ってきた素材の研究と高度な技術を追い求めたこと、並びに会社の統

合・合併・事業の譲受等により吸収した製造技術・ノウハウが加味され現在の当社グループの事業創造に役立っ

ています。これを基盤として当社グループは環境にやさしい製品を世に送り出し、株主、顧客、取引先、地域社

会、従業員などの様々のステークホルダーとの友好な関係の維持、発展に努めてまいりました。これら有形・無

形の資産を活用して中長期的な視野に立って企業価値と株主共同の利益の向上に努めてまいります。

当社は、国内の市場が伸び悩むなかで、グループ全社を挙げて「身近な暮らしを科学する」をキャッチフレー

ズに新製品の開発とグループ取扱商品の拡大に努めております。また利益体質を強化する意味で、本社・工場・

支店・営業所・子会社を含めたグループ全体で、３Ｓ活動(整理・整頓・清掃)の徹底と継続を図り、品質向上と

原価逓減に努めるとともに、省資源の促進および廃棄物の削減など、環境問題への取組み強化を実施しておりま

す。

当社は、企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)を基本としてコンプライアンス規程を制定し、コーポ

レートガバナンス(企業統治)の充実に努めております。また会社法に定める内部統制システムに関する基本方針

に基づき企業統治に関する組織、規程を充実させ、企業の透明性・効率性・健全性をより高めるとともに、各役

員の役割の明確化に努めております。

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資をご継続頂くために、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しています。これらの取組みは、上記Ⅰの

会社の支配に関する基本方針の実現にも資するものと考えています。
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Ⅲ. 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の

決定が支配されることを防止する取組み)

1. 本プランの目的

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組みとして継続するものです。

当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適

切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終

的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対

して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、

取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示す

るために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が買付等の対象とされた会社

の企業価値ひいては株主共同の利益に鑑み不十分または不適当であるもの、買付等の対象とされた会社の企業

価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、大規模な買付等の

対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切なご

判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供

と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、会社の支

配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収

防衛策としております。

2. 本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注１)の議決権割合(注２)を20％以上とする

ことを目的とする当社株券等(注３)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上

となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取

引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」とい

い、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。

注１：特定株主グループとは、

(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27

条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者

(同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づく共同保有者とみなされる

者を含みます。以下同じとします。)または、

(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。)の買付等(同法第27条の２第１

項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およ

びその特別関係者(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)を

意味します。

注２：議決権割合とは、

(ⅰ) 特定株主グループが、注１の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27

条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者

の保有株券等の数(同条項に規定する保有株券等の数をいいます。)も加算するものとします。以下同

じとします。)または、

(ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保

有割合(同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。)の合計を

いいます。各議決権割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の２第８項に規定するものをい

います。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。)は、有価証

券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照すること

ができるものとします。

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等または同法第27条の２第１項に規定す

る株券等のいずれかに該当するものを意味します。
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3. 独立委員会の設置

大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合で

も、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由とし

て対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その合理性・公正性を担保するため、現プラン

と同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で

中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役または社外有識者

(注)のいずれかに該当する者の中から選任し、社外取締役の相澤光江氏、深澤佳己氏、荒井瑞夫氏が独立委員

会委員として就任しております。

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立

委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討

のうえで当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものと

します。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することと

します。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保す

るために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・ア

ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとしま

す。

注：社外有識者とは、

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対

象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。

4. 大規模買付ルールの概要

(1) 大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に

先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の誓約を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当

社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。

① 大規模買付者の名称、住所

② 設立準拠法

③ 代表者の氏名

④ 国内連絡先

⑤ 提案する大規模買付行為の概要

⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その

内容について公表します。

(2) 大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供

当社取締役会は、上記(1)、①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から10営業

日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項

について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、大規模買付行為に関する情報(以

下、「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。

評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付

行為の目的及び内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断および当社取締役会として

の意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。

① 大規模買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および組合員(ファンドの場合)その構成

員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、当社および当社グループの事

業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

② 大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時

期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含み

ます。)

③ 大規模買付行為の価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報および

大規模買付行為にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)
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④ 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方

法、関連する取引の内容を含みます。)

⑤ 当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社および当社グループの事

業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資

本政策、配当政策、資産活用策等

⑥ 当社および当社グループの経営に参画した後に予定している取引先、顧客、従業員等のステークホル

ダーと当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無およびその内容

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情

報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があっ

た場合は、その期限を延長することができるものとします。

上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模

買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規

模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めたうえで、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求める

ことがあります。

当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提

出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたしま

す。

また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情

報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、取締役会が求める評価必要情報が全て揃

わなくても、大規模買付者との情報提供にかかる交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記(3)

の取締役会による評価・検討を開始する場合があります。

当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判断のため

に必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表い

たします。

(3) 当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要

情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日

間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替

案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。取締役会評価期間中、

当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計

士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評

価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまと

め、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について

交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

5. 大規模買付行為が実施された場合の対応方針

(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当

社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当

等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場

合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情

をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買

付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択

することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要

は原則として「新株予約権無償割当の概要」(注１)に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当を

する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とす

るなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。
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(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対

であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の

皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買

付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する

意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の①か

ら⑨のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(1)で述べた対抗措置の発動

を決定することができるものとします。

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係

者に引取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)

② 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、

企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる

焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合

③ 当社の経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社等の債

務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証

券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時

的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で株式買収を行って

いる場合

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株

式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしない

で、公開買付等の株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を

制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合

⑥ 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根

拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。)が当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合

⑦ 大規模買付者による支配権獲得により、当社株主の皆様はもとより、当社グループの持続的な企業価

値増大の実現のために必要不可欠な、顧客、取引先、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係

を破壊する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

⑧ 大規模買付者による買付後経営方針等が不十分または不適当であるため、当社事業の成長性・安定性

が阻害され、中長期的な将来との企業価値の比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない

場合の当社の企業価値と比べ著しく劣後すると判断される場合

⑨ 大規模買付者の経営陣もしくは出資者に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている等、大規模買

付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

(3) 取締役会の決議、および株主総会の開催

当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は独立委員会

の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発動または不発動等に

関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。

また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主総会

の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討い

ただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討

期間中に当社株主総会を開催することがあります。

当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場合は、取締役会評価期間はその

日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。

当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情報に対する

当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、

株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示します。

株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会

の決議に従うものとします。従って、当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合に

は、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了するこ

ととし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。
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(4) 大規模買付行為待機期間

株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期

間と株主検討期間を合わせた期間を大規模買付行為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間にお

いては、大規模買付行為は実施できないものとします。

従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。

(5) 対抗措置発動の停止等について

上記(3)において、当社取締役会または株主総会において具体的対抗措置を講じることを決定した後、当

該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取

締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重したうえで、対抗措置の発動の停止

等を行うことがあります。

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議さ

れ、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うな

ど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けたうえで、新

株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当の中止、または新株予約権無償割当後におい

て、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で

取得することにより、株主の皆様の新株予約権は消滅いたします。)の方法により対抗措置の発動の停止等

を行うことができるものとします。

このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令および当

社が上場する金融商品取引所の規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示いたします。

注１：「新株予約権無償割当の概要」とは、

(ⅰ) 新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当

社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)１株につき１個の割合で新たに払込みを

させないで新株予約権を割当てる。

(ⅱ) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株式

の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものと

する。

(ⅲ) 株主に割当てる新株予約権の総数

当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数

(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回

にわたり新株予約権の割当を行うことがある。

(ⅳ) 各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以上で当社取締役会が定

める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当

の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付すること

がある。

(ⅴ) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(ⅵ) 新株予約権の行使条件

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意し

た者を除く。)は、新株予約権を行使できないものとする。詳細については、当社取締役会が別途定

めるものとする。

(ⅶ) 新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社

取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記(ⅵ)の行使条件のため新株予約

権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社

取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。
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6. 本プランによる株主の皆様に与える影響等

(1) 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に

当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保する

ことを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応

じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の

利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切なご判

断を行ううえでの前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。

なお、上記５．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規

模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向

にご注意ください。

(2) 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響・株主の皆様に必要となる手続

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または、大規模買付ルールが遵守されている場合

であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守る

ことを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款により認められている対

抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大

規模買付者および会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大

規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るよ

うな事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合

には、法令および金融商品取引所規則等に従って適時・適切な開示を行います。

対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、当社株主の皆様は引受けの申

込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新

株予約権の行使価額相当の金銭を払込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領

することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権

の割当を受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式に

よる書面のご提出を求めることがあります。

なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大

規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当を

中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあり

ます。これらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主

の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

7. 本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止

本プランは、平成28年６月29日より発効し、有効期限は平成31年６月30日までに開催される当社第123回定

時株主総会の終結の時までとします。ただし、発効後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止す

る旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時

点で廃止されるものとします。

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上

の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当

社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示

します。

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等

の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により

字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承

認を得たうえで、本プランを修正し、または変更する場合があります。
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Ⅳ．本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて）

1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化

を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

2. 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記Ⅲ．１「本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為等がな

された際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替

案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とす

ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入しており

ます。

3. 株主意思を反映するものであること

本プランは、株主総会での承認により発効しており、株主の皆様のご意向が反映されております。

また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

4. 独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ．５「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」にて記載

したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会

の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの

透明な運用を担保するための手続も確保されております。

5. デッドハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅲ．７「本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止」にて記載したとおり、本プランは、当社の

取締役会により廃止することができるものとされており、当社株式の大規模買付者が、当社株主総会で取締役

を指名し、かかる取締役で構成されている取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って本プ

ランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買

収防衛策)ではありません。

 

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は510百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5) 従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000
 

(注) 平成30年６月28日開催の第122回定時株主総会の決議により、平成30年10月１日付で当社普通株式５株を１株と

する株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は320,000,000株減少し、80,000,000株となっており

ます。

 
② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 101,996,839 20,399,367
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 101,996,839 20,399,367 ― ―
 

 (注) １ 平成30年６月28日開催の第122回定時株主総会決議により、平成30年10月１日付で当社普通株式５株を１株

に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は81,597,472株減少し、20,399,367株となっておりま

す。

     ２ 平成30年６月28日開催の第122回定時株主総会決議により、平成30年10月１日付で単元株式を1,000株から

100株に変更しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年９月30日 ― 101,996,839 ― 13,047 ― 448
 

(注) 平成30年６月28日開催の第122回定時株主総会決議により、平成30年10月１日付で当社普通株式５株を１株に併

合いたしました。これにより、発行済株式総数は81,597,472株減少し、20,399,367株となっております。
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(5) 【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

明治安田生命保険相互会社 千代田区丸の内２－１－１ 7,426 7.70

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

中央区晴海１－８－11 7,254 7.52

丸紅株式会社 中央区日本橋２－７－１ 7,211 7.48

株式会社みずほ銀行 千代田区大手町１－５－５ 4,805 4.98

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

港区浜松町２－11－３ 3,684 3.82

有限会社八幡興産 大田区久が原４－39－９ 3,530 3.66

やよい会 文京区本郷３－27－12 3,066 3.18

損害保険ジャパン日本興亜株式
会社

新宿区西新宿１－26－１ 2,444 2.53

平井商事株式会社 江戸川区平井４－11－４－701 1,886 1.96

みずほ信託銀行株式会社 中央区八重洲１－２－１ 1,794 1.86

計 ― 43,101 44.71
 

(注) １ 上記のほか当社所有の自己株式5,584千株(5.48％)があります。

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,254千株

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,684千株

 みずほ信託銀行株式会社 122千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 5,584,000
 

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 95,995,000
 

95,995 同上

単元未満株式 普通株式 417,839
 

― 同上

発行済株式総数 101,996,839 ― ―

総株主の議決権 ― 95,995 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ8,000

株(議決権８個)及び50株含まれております。

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。

   自己保有株式          755株

３ 平成30年６月28日開催の第122回定時株主総会決議により、平成30年10月１日付で当社普通株式５株を１株

に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は81,597,472株減少し、20,399,367株となっておりま

す。

４ 平成30年６月28日開催の第122回定時株主総会決議により、平成30年10月１日付で単元株式を1,000株から

100株に変更しております。

 

② 【自己株式等】

  平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 東京都文京区
本郷３－27－12

5,584,000 ― 5,584,000 5.48
オカモト株式会社

計 ― 5,584,000 ― 5,584,000 5.48
 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

  なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY新日

本有限責任監査法人となりました。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 23,676 24,215

  受取手形及び売掛金 ※2  21,729 ※2  20,949

  電子記録債権 5,946 6,178

  商品及び製品 7,601 8,254

  仕掛品 1,976 2,097

  原材料及び貯蔵品 2,405 2,698

  その他 1,645 1,485

  貸倒引当金 △45 △46

  流動資産合計 64,936 65,832

 固定資産   

  有形固定資産 21,569 23,118

  無形固定資産 224 256

  投資その他の資産   

   投資有価証券 20,025 20,348

   繰延税金資産 112 118

   その他 633 603

   貸倒引当金 △37 △35

   投資その他の資産合計 20,733 21,034

  固定資産合計 42,528 44,409

 資産合計 107,464 110,242
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  20,310 ※2  20,362

  短期借入金 2,615 2,819

  未払法人税等 1,601 1,379

  賞与引当金 982 1,029

  その他 6,298 5,161

  流動負債合計 31,807 30,752

 固定負債   

  長期借入金 1,222 1,035

  繰延税金負債 1,763 2,821

  退職給付に係る負債 6,375 6,515

  その他 1,078 945

  固定負債合計 10,440 11,317

 負債合計 42,248 42,070

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 13,047 13,047

  資本剰余金 511 511

  利益剰余金 42,781 45,950

  自己株式 △3,690 △4,028

  株主資本合計 52,650 55,481

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 9,309 9,837

  繰延ヘッジ損益 △7 22

  為替換算調整勘定 310 114

  退職給付に係る調整累計額 △370 △307

  その他の包括利益累計額合計 9,241 9,667

 非支配株主持分 3,323 3,023

 純資産合計 65,216 68,172

負債純資産合計 107,464 110,242
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 42,663 45,791

売上原価 30,847 33,522

売上総利益 11,815 12,269

販売費及び一般管理費   

 運賃及び荷造費 1,655 1,836

 その他の販売費 1,478 1,424

 給料及び賞与 1,531 1,748

 賞与引当金繰入額 331 355

 退職給付費用 93 95

 その他の一般管理費 1,738 1,971

 販売費及び一般管理費合計 6,828 7,433

営業利益 4,987 4,835

営業外収益   

 受取利息 9 12

 受取配当金 233 278

 不動産賃貸料 200 330

 為替差益 52 276

 持分法による投資利益 38 43

 その他 35 32

 営業外収益合計 569 973

営業外費用   

 支払利息 10 12

 不動産賃貸費用 46 55

 その他 42 45

 営業外費用合計 99 113

経常利益 5,457 5,695

特別利益   

 固定資産売却益 - 0

 負ののれん発生益 2,131 -

 関係会社株式売却益 - 40

 その他 - 2

 特別利益合計 2,131 43

特別損失   

 固定資産除却損 50 4

 段階取得に係る差損 1,526 -

 その他 41 -

 特別損失合計 1,617 4

税金等調整前四半期純利益 5,970 5,734

法人税、住民税及び事業税 1,469 1,551

法人税等調整額 133 △16

法人税等合計 1,602 1,535

四半期純利益 4,368 4,198

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 65

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,368 4,133
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 4,368 4,198

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,400 539

 繰延ヘッジ損益 29 30

 為替換算調整勘定 46 △223

 退職給付に係る調整額 32 63

 持分法適用会社に対する持分相当額 △46 4

 その他の包括利益合計 1,462 413

四半期包括利益 5,831 4,612

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,831 4,558

 非支配株主に係る四半期包括利益 - 53
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 5,970 5,734

 減価償却費 1,103 1,224

 負ののれん発生益 △2,131 -

 賞与引当金の増減額（△は減少） 80 46

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 0

 その他の引当金の増減額（△は減少） - 0

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 155 243

 受取利息及び受取配当金 △242 △291

 支払利息 10 12

 為替差損益（△は益） △11 △57

 段階取得に係る差損益（△は益） 1,526 -

 持分法による投資損益（△は益） △38 △43

 投資有価証券売却損益（△は益） - △40

 固定資産売却損益（△は益） - △0

 固定資産除却損 50 4

 売上債権の増減額（△は増加） △76 423

 たな卸資産の増減額（△は増加） △979 △1,142

 その他の資産の増減額（△は増加） △94 317

 仕入債務の増減額（△は減少） 137 212

 その他の負債の増減額（△は減少） △952 △165

 その他 30 30

 小計 4,533 6,509

 利息及び配当金の受取額 242 291

 利息の支払額 △10 △12

 法人税等の支払額 △1,673 △1,778

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,092 5,009

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △615 △1,605

 定期預金の払戻による収入 735 1,605

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,444 △3,339

 有形及び無形固定資産の売却による収入 0 0

 投資有価証券の取得による支出 △8 △8

 投資有価証券の売却による収入 - 72

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

26 -

 その他 12 15

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,293 △3,258

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 37 143

 長期借入金の返済による支出 - △123

 自己株式の取得による支出 △41 △151

 配当金の支払額 △809 △962

 非支配株主への配当金の支払額 - △15

 その他 △13 △12

 財務活動によるキャッシュ・フロー △826 △1,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 946 539

現金及び現金同等物の期首残高 21,531 22,071

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  22,478 ※1  22,610
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【注記事項】

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 

１ 受取手形割引高

 

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

 211百万円 301百万円
 

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

受取手形 920百万円 663百万円

支払手形 365百万円 294百万円
 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

現金及び預金 23,093百万円 24,215百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △615百万円 △1,605百万円

現金及び現金同等物 22,478百万円 22,610百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 785 8.00 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月７日
取締役会

普通株式 883 9.00 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金
 

当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日
定時株主総会

普通株式 961 10.00 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月７日
取締役会

普通株式 960 10.00 平成30年９月30日 平成30年12月３日 利益剰余金
 

(注) １株当たり配当額については、基準日が平成30年９月30日であるため、平成30年10月１日付けの株式併合前の

金額を記載しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント その他
 

(注)１
合計

調整額
 

(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３産業用製品 生活用品 計

売上高        

  外部顧客への売上高 27,554 14,979 42,534 128 42,663 － 42,663

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

43 161 204 1,588 1,793 △1,793 －

計 27,598 15,140 42,739 1,717 44,456 △1,793 42,663

セグメント利益 2,752 2,987 5,740 96 5,836 △849 4,987
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業等を含んで

おります。

２ セグメント利益の調整額△849百万円には、セグメント間取引消去21百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△870百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費等であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

     (重要な負ののれん発生益)

     「産業用製品」セグメントにおいて、当第２四半期連結会計期間に理研コランダム㈱の株式を追加取得し連結子

会社としました。なお、当該事象により当第２四半期連結累計期間において、負ののれん発生益2,131百万円及び

段階取得に係る差損1,526百万円を計上しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント その他
 

(注)１
合計

調整額
 

(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３産業用製品 生活用品 計

売上高        

  外部顧客への売上高 29,384 16,277 45,661 130 45,791 － 45,791

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

43 200 244 1,804 2,048 △2,048 －

計 29,428 16,477 45,905 1,934 47,840 △2,048 45,791

セグメント利益 2,093 3,609 5,702 202 5,905 △1,069 4,835
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業等を含んで

おります。

２ セグメント利益の調整額△1,069百万円には、セグメント間取引消去19百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,089百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費等であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

     該当事項はありません。

EDINET提出書類

オカモト株式会社(E01100)

四半期報告書

24/28



 

(企業結合等関係)

(比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し)

平成29年９月30日に行われた理研コランダム㈱との企業結合について前第２四半期連結会計期間において暫定的な

会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定しております。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報におい

て取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されており、持分法による投資利益が０百万円、営業外費用のその他

が０百万円、負ののれん発生益が103百万円、段階取得に係る差損が０百万円それぞれ減少し、特別損失のその他が１

百万円増加しております。

この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、経常利益が０百万円、親会社株主に帰属する四

半期純利益が104百万円それぞれ減少しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)

１株当たり四半期純利益 222円45銭 215円00銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 4,368 4,133

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

4,368 4,133

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,637 19,223
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

    ２ 当社は、平成30年10月１日付けで普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前

連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

    ３ 前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益は、「企業結合等関係」の「比較情報における取得原

価の当初配分額の重要な見直し」に記載の見直しが反映された後の金額により算定しております。

 

(重要な後発事象)

(単元株式数の変更及び株式併合)

当社は、平成30年５月10日開催の取締役会において、単元株式数の変更及び平成30年６月28日開催の第122回定時株

主総会に、株式併合に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認され、平成30年10月１日付でそ

の効力が発生しております。

 

（１）単元株式数の変更及び株式併合の目的

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、平成30年10月１日までに、すべての国内上場会

社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在

の1,000株から100株に変更するとともに、当社株式の単元株式数を変更するにあたり、中長期的な株価変動を勘案し

つつ、投資単位を適切な水準に維持することを目的として、株式併合（５株を１株に併合）を実施いたしました。

 

（２）単元株式数の変更の内容

平成30年10月１日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。
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（３）株式併合の内容

① 株式併合する株式の種類

普通株式

 

② 株式併合の方法・比率

平成30年10月１日をもって、同年９月30日現在の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数５株につき１株の

割合で併合いたしました。

 

③ 株式併合により減少する株式数

併合前の発行済株式総数（平成30年９月30日現在） 101,996,839株

併合により減少する株式数 81,597,472株

併合後の発行済株式総数 20,399,367株
 

 

④１株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、１株に満たない端数は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株

主に対して、端数の割合に応じて分配しております。

 

（４）１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が与える影響は、(１株当たり情報)に反映されております。

 
２ 【その他】

第123期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）中間配当については、平成30年11月７日開催の取締役会

において、平成30年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いた

しました。

   ① 配当金の総額                                 　964百万円

   ② １株当たりの金額                                10円00銭

   ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成30年12月３日

(注) １株当たりの金額については、基準日が平成30年９月30日であるため、平成30年10月１日付けの株式併合前の

金額を記載しております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

オカモト株式会社(E01100)

四半期報告書

27/28



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年11月12日

オカモト株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 湯   浅   信   好 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原   賀   恒 一 郎 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオカモト株式会

社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オカモト株式会社及び連結子会社の平成30年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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